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1 北海道森林土木工事測量調査設計業務等共通仕様書の適用

2 概数

3 設計書の作成について

4 成果品について

（１）

（２）

（３）

5 参考文献等

（１） 治山技術基準解説（総則・山地治山編）（(社)日本治山治水協会発行）

（２） 治山技術基準解説（防災林造成編）（林野庁監修）

（３） 治山技術基準解説（保安林整備編）（林野庁監修）

（４） 治山技術基準解説（地すべり防止編）（林野庁監修）

（５） 治山技術基準解説（運用）（北海道水産林務部林務局治山課監修）

（６） 治山構造物基礎調査設計の方法について（北海道水産林務部林務局治山課監修）

6 業務処理計画書について

7 委託業務施行成績について

　本業務は、施行成績評定対象業務である。

　本業務は、「　北海道　森林土木工事測量調査設計業務等共通仕様書（令和６年４月改訂版）」に基づ
き実施すること。

　公示用設計書の内訳書等の「摘要」又は「備考」欄に「概数」と記して示した数量は、概数であり、必
要に応じて設計変更をする。
　また、概数に係るものの実施にあたっては、業務担当員と実施時期、実施方法等について打ち合わせを
行い、承諾を得た上で実施すること。
　なお、設計上過大な出来高に対して変更するものではないので留意すること。

　本業務における成果品については、別紙１「成果品内訳」により提出することとし、これに依り
がたい場合は、業務担当員に協議すること。
　また、平面図は、施工に必要な事項や位置を図示したものを作成すること。

　本業務は電子納品対象業務とする。電子納品の運用にあたっては、「電子納品運用ガイドライン
【森林土木業務編】（平成27年 7月）」（以下「ガイドライン」という。）に基づくものとし、業
務担当員と協議のうえ、電子化の範囲等を決定しなければならない。

　成果品は、「国土交通省の電子納品要領（案）及び関連基準（案）等を準用して作成した電子
データを電子媒体（CD-R）で正副１部ずつ提出する。「ガイドライン」及び「要領」に記載のない
項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「ガイドライン」及び「「要
領」の解釈に疑義がある場合は業務担当員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。なお、電子化
の困難な資料及び打合せ簿、委託業務月報等の押印された書類については、紙による成果品を１部
納品する。また、Ａ３版縮小の設計図を１部紙で納品する。

「調査測量測量業務等共通仕様書」第2章2-2に、「寸法単位は、mmとする。」と記載されているが、この
業務については図面に表示する寸法等の単位は"ｍ"とし、詳細図や標準図などｍによりがたい場合はmm単
位とする。

　本業務における構造規模等の技術上の基本的事項は、次の文献（各最新版）に依ること。
　また、その他の文献、資料、カタログ等による事項においては、その根拠を明確にし、報告書に名称等
を記載すること。

　本業務箇所までの通勤に係る交通事故防止対策、現地測量時等の労働災害防止対策について、具体的な
対策を業務計画書に記載するとともに、当該対策について必ず実施すること。
　また、緊急時（災害時含む）の連絡体制等について明確に記載し、業務関係者に周知すること。



【詳細点検】 

治山施設 詳細点検 業務仕様書 

第１ 適用 

 １ この仕様書は、北海道水産林務部（以下、「道」という。）が、治山事業施行地（以下「施行地」

という。）において、治山施設の外観・周辺を目視により観察又は簡易な計測等を実施して、施

設の損傷等の状況を把握し、補修・点検計画を取りまとめる業務（以下「詳細点検」という。）

を、委託者の委託により、受託者が行う詳細点検の一般仕様を定めるものである。 

   なお、詳細点検には、治山施設として管理する橋梁（以下「治山橋梁」という。）への定期点

検を含むものとする。 

 ２ この治山施設詳細点検業務仕様書は、道が実施する詳細点検に適用するものとする。 

 ３ この仕様書に定めのない事項は、北海道森林土木工事測量調査設計業務等共通仕様書を準用

するとともに、委託者の指示によるものとする。 

 ４ 設計図書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。 

 

第２ 業務の内容等 

１ 治山施設（治山橋梁を除く） 

１） 受託者は、委託者が示した施行地において、「北海道治山施設点検・診断マニュアル」に 

より示している点検の方法及び健全度評価に基づき、詳細点検を実施するものとする。 

また、点検の結果は、「治山施設現地点検チェックシート」及び「治山施設経過点検結果 

整理表」に記載するものとする。 

２） 業務区分毎の内容については、「表－１」のとおり。 

 

（表－１）詳細点検の業務の内容

事前調査 内業 調査計画
　治山台帳等の既存資料から、詳細点検を実施する箇所を設定し、点検対象の
構造物の位置、諸元、保全対象等を把握する。

位置確認 　点検対象の構造物の位置を確認して、図面上の位置・座標を記録する。

　点検対象の構造物の外観を目視により観察するとともに、必要に応じて携帯
用の計測機器等で計測を実施して、施設の異常の有無、損傷の状況等を把握し
て記録する。

　点検対象の構造物周辺の森林等を目視で確認して、復旧状況、荒廃状況を記
録する。

写真撮影
　点検対象の構造物の状況について、全景、異常部位の状況の写真撮影を実施
する。

点検計画
　点検対象の構造物について、詳細調査の必要性・緊急性、点検計画（内容・
頻度など）を判断して記録する。

補修計画
　点検対象の構造物について、補修等の必要性・緊急性、補修等の計画（工
法、概略規模）を判断して記録する。

取りまとめ 内業
帳票作成
写真整理

　点検対象の構造物について、現地調査の結果を整理し帳票に記載するととも
に、写真を整理し保存して、報告書を作成する。

業務区分 内容

　点検対象の構造物について、位置確認、目視観察等を実施して、施設の異常の有無及び損
傷の状況を記録し、写真撮影を行うとともに、補修計画、点検計画を検討する。
　１箇所に複数の構造物がある場合には、それぞれについて現地調査を実施する。
　事前調査で把握した以外の治山構造物が現地で確認された場合は、当該構造物についても
現地調査を行い取りまとめるものとする。

現地調査 外業
目視観察
簡易計測



【詳細点検】 

３） 業務の単位については、「表－２」のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 山腹工、落石防止工、地すべり防止工、なだれ防止施設における「ひとまとまりの 

施工区域」「ひとまとまりの地すべりブロック」とは、単年の同一地区名の施設とする。 

  

４） 施設に応じた箇所数の加算については、「表－３」のとおり。 

 なお、該当する施設が詳細点検を実施する施設であった場合のみ加算することとし、同一

施工区域内で、経過点検を実施する施設が加算対象施設としても加算計上はしない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表ー２）詳細点検業務の１箇所の単位

施設区分 内容

渓間工
・治山ダム（堰堤工・床固工・谷止工）は、１基を１箇所とする。
・副ダム、側壁、護岸など治山ダムと一体となった構造物は、治山ダ
ム１箇所に含まれるものとする。

山腹工

・ひとまとまりの施工区域に、土留工・水路工（集水桝・帯工を含
む。）・法枠工等の構造物が一体的に設置されている場合は、全体で
１箇所とする。
・同一施工区域にあっても、表－３に示した施設は、箇所数に加算し
て計上する。（事前調査を除く）

落石防止工

・ひとまとまりの施工区域に、一体的に設置されている複数の構造物
は、全体で１箇所とする。
・同一施工区域にあっても、落石予防工と落石防止工は、それぞれ１
箇所として計上する。

地すべり防止工

・ひとまとまりの地すべりブロック内に、一体的に設置されている複
数の構造物（土留工・水路工等）は、全体で１箇所とする。
・同一施工区域にあっても、表－３に示した施設は、箇所数に加算し
て計上する。（事前調査を除く）

防潮工
・連続した構造物（防潮堤等）は、施工時の工区ごとに１箇所とする
（500m以内）。

なだれ防止施設
・ひとまとまりの施工区域に、一体的に設置されている複数の構造物
（雪ぴ予防工。発生予防工等）は、全体で１箇所とする。

（表－３）箇所数に加算する構造物

名称 １箇所の換算 摘要

アンカー工  １斜面当たり  グランドアンカー工を含む。

補強土工  １斜面当たり  鉄筋挿入工

杭工・シャフト工  １斜面当たり  位置が不明瞭な構造物は除く。

ボーリング暗渠工  １群当たり

集水井工  １基当たり  排水ボーリングの排水口を含む。

排水トンネル工  １坑口当たり

（注）山腹工、地すべり防止工の現地調査及び取りまとめについては、本表の構造物の箇所
数を加算して積算する。



【詳細点検】 

２ 治山橋梁 

１） 受託者は、委託者が示した治山橋梁について、「林道施設長寿命化対策マニュアル」（林野

庁整備課、平成 28 年 3 月）により示している定期点検の方法及び健全性の評価に基づき、

詳細点検を実施し、その結果を同マニュアルの「橋梁点検調査様式」に記載するものとする。 

２） 治山橋梁についての詳細点検業務を実施する際は、必ず有資格者が現場に常駐しなけれ

ばならない。また、点検・診断者は、技術士（鋼構造及びコンクリート）、国土交通省が認

定した民間資格の有資格者又は以下のいずれかの要件に該当するものとする。 

① 道路橋の設計、施工、管理に関する実務経験又は専門知識を有すること。 

② 道路橋の点検に関する技術と実務経験を有すること。 

 

３） 安全管理として、受託者は、点検作業において必要があると思われる場合、適切な保安施

設を設けるなどの現地調査員の安全管理はもとより、道路を通行する車両に対しても十分

な注意をはらうこと。 

 

第３ 設計変更 

現地調査の結果、事前調査までに把握されなかった構造物が現地確認された場合や、詳細点検の

実施が困難な場合について、委託者と受託者で協議の結果、箇所数に変更があった場合は、設計

変更を行うものとする。 

 

第４ 業務の報告 

受託者は、現地調査の結果により、構造物の健全度が著しく低い場合や、保全対象との近接度か

ら、構造物に異常があった際に、保全対象へ影響を与えるおそれが高い場合、速やかに委託者へ

点検結果を報告するものとする。 

 

第５ 成果品 

受託者は、詳細点検結果に基づき次の各号に掲げる資料を作成し、委託者の指定する期日までに

各１部を提出するものとする。まだ記録媒体（CD・DVD 等）を１部提出するものとする。 

 １）点検箇所位置図 … 国土地理院地図（1/50,000）を基本とする。 

 ２）点検箇所平面図 … 治山台帳に添付してある図面をベースとする。 

 ３）治山施設現地点検チェックシート … 治山施設点検・診断マニュアルで示す様式とする。 

 ４）治山施設経過点検結果整理表 … 現地調査の結果把握した詳細位置情報（記載する座標値 

                   は世界測地系（WGS84）とする）、施設異常の有無等を記

載する。 

５）点検写真 … 点検状況がわかる代表写真を紙印刷するとともに電子データを納品する。 

 ６）異常箇所模式図 … 治山台帳に添付してある図面をベースにスケッチ可とする。 

 ７）報告書 … 当該仕様書に基づき、業務概要、点検結果、補修計画等をとりまとめる。 

  

 



【経過点検】 

治山施設 経過点検 業務仕様書 

 

第１ 適用 

 １ この仕様書は、北海道水産林務部（以下、「道」という。）が、治山事業施行地（以下「施行地」

という。）において、治山施設の外観・周辺を目視により観察し、必要に応じて簡易な計測等を

実施する業務（以下「経過点検」という。）を、委託者の委託により、受託者が行う経過点検の

一般仕様を定めるものである。 

 ２ この治山施設経過点検業務仕様書は、道が実施する経過点検に適用するものとする。 

 ３ この仕様書に定めのない事項は、北海道森林土木工事測量調査設計業務等共通仕様書を準用

するとともに、委託者の指示によるものとする。 

 ４ 設計図書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。 

 

第２ 業務の内容等 

受託者は、委託者が示した施行地を含む調査地区において、治山施設の詳細位置及び異常の有無

を確認することを目的に、経過点検を実施するものとする。 

また、経過点検の結果は、「治山施設経過点検結果整理表」に記載するものとする。 

業務区分毎の内容については、「表－１」のとおり。 

 

 

業務の単位については、「治山施設経過点検結果整理表」の施設毎とし、同一施工区域内で 

あっても施設数はまとめない。 

 

第３ 設計変更 

現地調査の結果、経過点検の実施が困難な場合や、経過点検の結果、詳細点検の必要性が認めら

れる場合について、委託者と受託者で協議の結果、点検内容や箇所数に変更があった場合は、設

計変更を行うものとする。 

（表－１）経過点検の業務の内容

事前調査 内業 調査計画
　治山台帳等の既存資料から、経過点検を実施する箇所を設定し、点検対象の
構造物の位置、諸元、保全対象等を把握する。

位置確認 　点検対象の構造物の詳細位置を確認して、図面上の位置・座標を記録する。

目視観察
簡易計測

　点検対象の構造物の外観を目視により観察するとともに、必要に応じて携帯
用の計測機器等で計測を実施して、施設の異常の有無及び施設異常の概要を把
握して記録する。

写真撮影
　点検対象の構造物の状況について、全景、異常部位の状況の写真撮影を実施
する。

取りまとめ 内業
帳票作成
写真整理

　点検対象の構造物について、施設詳細位置（座標値）、施設異常の有無等の
現地調査の結果を帳票に記載するとともに、写真を整理し保存して、報告書を
作成する。

業務区分 内容

　点検対象の構造物について、施設詳細位置の把握及び、目視観察等を実施して、施設の異
常の有無及び施設異常の概要を把握する。
　委託者が治山施設経過点検結果整理表で示す治山施設について現地調査を実施する。
　委託者が示した以外の治山構造物が現地で確認された場合は、当該構造物についても現地
調査を行い取りまとめるものとする。

現地調査 外業



【経過点検】 

第４ 業務の報告 

受託者は、現地調査の結果により、構造物の健全度が著しく低い場合や、保全対象との近接度か

ら、構造物に異常があった際に、保全対象へ影響を与えるおそれが高い場合は、速やかに委託者

へ点検結果を報告するものとする。 

 

第５ 成果品 

受託者は、経過点検結果に基づき次の各号に掲げる資料を作成し、委託者の指定する期日までに

各１部を提出するものとする。また記録媒体（CD・DVD 等）を１部提出するものとする。 

 １）点検箇所位置図 … 国土地理院地図等（1/50,000）を用いて、点検箇所を示したもの。 

 ２）点検施設配置図 … 施設配置図を用いて、施設の詳細位置と異常の有無、新たに把握した 

情報等を示したもの。 

 ３）治山施設経過点検結果整理表 … 現地調査の結果把握した、詳細位置情報（記載する座標値

は世界測地系（WGS84）とする）、施設異常の有無等を記載

する。 

 ４）点検施設写真 … 点検状況がわかる代表写真を紙印刷するとともに、点検した各施設写真を 

電子データで納品する。 

  

 

 









報告様式

受託者記入欄

° ′ ″ ° ′ ″ 有 無
1302014501 0088 白糠町 42 39 19.5 142 13 35.6 S60 左股 緊急治山 集水井工 鋼製 27 m 2018/8/30 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302014502 0088 白糠町 42 39 28.7 142 13 28.8 S60 左股 緊急治山 暗渠工 集水ボーリング 600 m 2018/8/30 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302014503 0088 白糠町 42 39 26.8 142 13 39.9 S60 左股 緊急治山 暗渠工 排水ボーリング 88.5 m 2018/8/30 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302014504 0088 白糠町 42 39 21.0 142 13 36.0 S60 左股 緊急治山 水路工 鋼製 833.5 m 2018/8/30 Ⅰ 2021/8/15 Ⅱ ○ 【詳細点検】水路工破損
1302014601 0088 白糠町 42 39 38.1 142 13 37.3 S60 左股 緊急治山 暗渠工 集水ボーリング 650 m 2018/8/30 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302015301 0088 白糠町 42 41 1.0 142 16 39.9 S61 左股 地すべり防止 集水井工 鋼製 31 m 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302015302 0088 白糠町 42 41 2.5 142 16 37.6 S61 左股 地すべり防止 暗渠工 集水ボーリング 520 m 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302015303 0088 白糠町 42 43 18.0 142 16 33.0 S61 左股 地すべり防止 暗渠工 排水ボーリング 110 m 2016/11/2 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302015304 0088 003 白糠町 42 43 18.2 142 16 33.4 S61 左股 地すべり防止 床固工 コンクリート 1 8 2.5 0.6 17 2016/11/2 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302015305 0088 004 白糠町 42 43 18.0 142 16 33.0 S61 左股 地すべり防止 床固工 コンクリート 2 20.5 3 1.2 104 2016/11/2 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302015306 0088 白糠町 42 40 55.0 142 16 55.0 S61 左股 地すべり防止 三面張流路工 コンクリート 48 m 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302015307 0088 白糠町 42 40 53.0 142 16 27.0 S61 左股 地すべり防止 水路工 鋼製 19 m 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302015702 0088 白糠町 42 44 5.8 142 15 27.0 S62 左股 地すべり防止 水路工 鋼製 256 m 2018/10/4 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302016301 0088 白糠町 42 44 4.1 142 15 22.8 S63 左股 地すべり防止 土留工 じゃ篭 1 123 m 2018/10/4 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302016302 0088 白糠町 42 44 5.1 142 15 10.6 S63 左股 地すべり防止 土留工 じゃ篭 2 130 m 2018/10/4 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302017201 0088 白糠町 42 44 4.0 142 15 7.7 H01 左股 地すべり防止 土留工 じゃ篭 1 36 m 2018/10/4 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302017202 0088 白糠町 42 41 37.7 142 25 17.3 H01 左股 地すべり防止 土留工 じゃ篭 2 31 m 2018/9/27 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302018801 0088 白糠町 42 41 35.6 142 25 22.7 H03 左股 地すべり防止 水路工 鋼製 149 m 2018/9/27 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302016901 0137 001 白糠町 42 33 37.4 142 7 16.7 H01 稲田の沢 災害関連緊急治山 床固工 コンクリート 1 42 4 1.2 268 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302016902 0137 002 白糠町 42 41 30.0 142 13 25.9 H01 稲田の沢 災害関連緊急治山 床固工 コンクリート 2 42 4.5 1.2 280 2018/9/11 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302018001 0137 003 白糠町 42 41 19.4 142 13 38.3 H02 稲田の沢 復旧治山 床固工 コンクリート 3 41 5.5 1.2 408 2018/9/11 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302018002 0137 白糠町 42 41 21.9 142 13 37.1 H02 稲田の沢 復旧治山 土留工 コンクリート 1 13 m 2018/9/11 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302018003 0137 白糠町 42 40 50.0 142 16 28.0 H02 稲田の沢 復旧治山 土留工 コンクリート 2 13 m 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302018004 0137 白糠町 42 41 40.6 142 24 57.7 H02 稲田の沢 復旧治山 水路工 トラフ 20 m 2018/9/27 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302018701 0137 白糠町 42 41 40.9 142 25 15.8 H03 稲田の沢 復旧治山 土留工 コンクリート 3 15 m 2018/9/27 Ⅰ 2021/8/15 Ⅱ ○ 【詳細点検】クラック発生
1302018702 0137 白糠町 42 41 42.0 142 25 21.1 H03 稲田の沢 復旧治山 土留工 コンクリート 4 14 m 2018/9/27 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302018703 0137 白糠町 42 41 42.5 142 25 26.6 H03 稲田の沢 復旧治山 土留工 コンクリート 5 18 m 2018/9/27 Ⅰ 2021/8/15 Ⅰ ○
1302018704 0137 白糠町 42 42 2.1 142 25 8.7 H03 稲田の沢 復旧治山 土留工 コンクリート 6 11 m 2018/9/27 Ⅰ 2021/8/15 Ⅱ ○ 【詳細点検】水路工破損
1302018705 0137 白糠町 42 42 0.5 142 25 12.6 H03 稲田の沢 復旧治山 水路工 トラフ 155 m 2018/9/27 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302019701 0137 005 白糠町 42 40 51.4 142 15 57.7 H05 稲田の沢 復旧治山 床固工 コンクリート 5 28 5 1.2 242.6 2016/11/2 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302020801 0137 006 白糠町 42 40 45.0 142 16 15.6 H07 稲田の沢その2 復旧治山 谷止工 コンクリート 2 24.5 4.5 1.2 143.1 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302020802 0137 007 白糠町 42 40 46.0 142 16 15.1 H07 稲田の沢その2 復旧治山 谷止工 コンクリート 3 23.5 4.5 1.2 148 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302021101 0137 008 白糠町 42 40 45.4 142 16 18.7 H07 稲田の沢その2 復旧治山 床固工 コンクリート 6 48.5 4 1.2 317 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302021102 0137 009 白糠町 42 40 45.5 142 16 18.5 H07 稲田の沢その2 復旧治山 谷止工 コンクリート 4 38.5 5.5 1.2 313.9 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302021701 0137 010 白糠町 42 41 47.7 142 13 53.2 H08 稲田の沢 復旧治山 谷止工 コンクリート 1 24.5 4.5 1.2 151.2 2018/9/11 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302021702 0137 012 白糠町 42 41 46.3 142 13 52.7 H08 稲田の沢 復旧治山 谷止工 コンクリート 5 41 5 1.2 368.5 2018/9/11 Ⅱ 2021/8/16 Ⅲ ○ 【詳細点検】下流洗掘発生
1302022501 0137 013 白糠町 42 35 44.1 142 10 26.5 H09 稲田の沢その2 復旧治山 谷止工 コンクリート 6 34 4 1.2 218.8 2018/8/29 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302022502 0137 014 白糠町 42 35 45.4 142 10 26.1 H09 稲田の沢その2 復旧治山 谷止工 コンクリート 7 33.5 4 1.2 223.4 2018/8/29 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302023301 0137 015 白糠町 42 33 35.6 142 7 29.8 H10 稲田の沢 復旧治山 流路工 コンクリート 148.7 m 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302024001 0137 016 白糠町 42 33 34.7 142 7 30.1 H11 稲田の沢　 復旧治山 流路工 コンクリート 38.6 m 2018/9/12 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302024601 0137 白糠町 42 42 48.6 142 17 40.8 H11 稲田の沢 小規模治山 土留工 コンクリート 1 m 2018/10/3 Ⅱ 2021/8/16 Ⅱ ○ 【詳細点検】
1302025403 0137 白糠町 42 44 6.0 142 17 50.0 H12 稲田の沢 小規模治山 水路工 トラフ 25 m 2016/11/2 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302027501 0137 017 白糠町 42 44 6.0 142 17 50.0 H18 稲田の沢 復旧治山 谷止工 コンクリート 8 26.5 4.5 1.2 193.8 2016/11/2 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○
1302027502 0137 018 白糠町 42 44 50.0 142 18 10.0 H18 稲田の沢 復旧治山 谷止工 コンクリート 9 25.5 5.5 1.2 214.1 2016/11/2 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○ 座標値の修正
1302027503 0137 019 白糠町 42 45 7.0 142 18 20.0 H18 稲田の沢 復旧治山 谷止工 コンクリート 10 17 5 1.2 114 2015/10/20 Ⅰ 2021/8/16 Ⅰ ○ 座標値の修正

詳細点検 2 4
加算数 0 0

詳細点検箇所 2 4
(同一範囲施設) 1 13

経過点検 42 28
総施設数 45 45

治山施設　経過点検結果　整理表
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市町村名
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治山ダム 治山ダム以外
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単位
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（ｔ）
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他
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他

単位

緯度 経度
L (m) H(m) B (m)

付帯施設の有無 施設の現況

点検年月日
健全
度評
価

R○年度点検結果

前回点検
内容との

相違
相違の
概要

前堤 水叩 側壁 魚道 点検年月日
健全
度評
価

015

002

002

004

同一
施工区域番号

001

GPS座標の確認

・治山施設位置をGIS上で把握できるシステムの構築のため、各

施設の正確な位置情報を所得する。秒数は小数点以下第２位

四捨五入し小数第１位止め。

・発注者からの提供資料に記載されている座標値と整数秒以上

で変更があった場合は、赤字で修正し、前回との相違有りに

「○」、相違の概要に「座標値の修正」と記載する。

施設の現況の確認

・点検年月日を記載。

・把握した施設の現況により健

全度評価に変更があれば、変

更後の評価を赤字で上書きし、

前回との相違有りに「○」、相違

内容欄に理由を簡潔に記載す

る。

R○年度点検結果の記

載

・相違の有無を記載。

・健全度が変更となった

場合には、詳細点検へ

の移行について確認し、

業務の実施について事

前に委託者と打合せを

行うこと。

同一施工区域番号

・「治山施設詳細点検業務仕様書 表－２」に基づき、同一施工区域を設定する。

番号は、調査地区番号の枝番として設定し、記載する。



報告様式

受託者記入欄

° ′ ″ ° ′ ″ 有 無

詳細点検施設
加算数

詳細点検箇所
(同一範囲施設)

経過点検
総施設数

治山施設　経過点検結果　整理表
受託者確認・記入欄 受託者確認・記入欄

個別施設
整理番号

調査地区
番号

(林班番
号)

同一
施工区域番号

市町村名

GPS座標

施工
年度

地区名

付帯施設の有無 施設の現況 R○年度点検結果

緯度 経度
L (m) H(m) B (m) V (m3) S

事業名 工種名 構造 No

治山ダム 治山ダム以外

点検年月日
健全
度評
価

前回点検
内容との

相違
相違の
概要

前堤 水叩 側壁 魚道 点検年月日
健全
度評
価

面積
単位

重量
（ｔ）

その
他

数量

その
他

単位



別紙１

【詳細点検】

【経過点検】

〃

取りまとめ

報告書 取りまとめ A4版 〃

取りまとめ 紙印刷する

異常箇所模式図
現地調査

A4版 〃 〃

取りまとめ

スケッチ図含む

点検写真
現地調査

A4版 〃 〃
代表写真のみ

取りまとめ

治山施設経過点検
結果整理表

現地調査
A3版 〃 〃

治山施設現地点検
チェックシート

現地調査
A4版 〃 〃

基本1/50,000

【治山施設点検業務】

点検箇所平面図 現地調査 適宜 〃 〃

点検箇所位置図 現地調査 適宜 1式 1式

成　果　品　目　録

成 果 品 項 目 設 計 項 目 規 格 等
提 出 数 量

摘 要
紙 電 子 媒 体

成 果 品 項 目 設 計 項 目 規 格 等
提 出 数 量

摘 要
紙 電 子 媒 体

【治山施設点検業務】

〃

点検箇所位置図 現地調査 適宜 1式 1式 基本1/50,000

取りまとめ

点検施設配置図 現地調査 適宜 〃

治山施設経過点検
結果整理表

現地調査
A3版 〃 〃

代表写真のみ

取りまとめ 紙印刷する
点検施設写真

現地調査
A4版 〃 〃


